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平成 22 年度税制改正の概要 

 

平成 22 年度税制改正においては、「公平」、「透明」、「納得」の原則の下、税

制全般にわたる改革の第一歩として、次のとおり各般の税目にわたる所要の措

置が一体として講じられる。 

 
（個人所得課税） 

○ 現行 38 万円となっている扶養控除について、「所得控除から手当へ」等の

観点から、子ども手当の創設とあいまって、０歳から 15 歳までの扶養親族（年

少扶養親族）に対する扶養控除を廃止する。→図表１、図表２ 

○ 現行、16 歳から 22 歳までの特定扶養親族に対して認められる扶養控除の

25 万円の上乗せ部分について、高校の実質無償化に伴い、16 歳から 18 歳ま

での特定扶養親族に対する上乗せ部分を廃止する。→図表１ 

 
（法人課税） 

○ 100％グループ内の内国法人（完全支配関係にある法人）間で一定の資産の

移転を行ったことにより生ずる譲渡損益の繰延べ（連結納税における損益調

整制度と同様の仕組み）等、資本に関係する取引等に係る税制の整備を行う。

→図表３、図表３（参考） 

○ いわゆる「一人オーナー会社課税制度」（特殊支配同族会社における業務主

宰役員給与の損金不算入制度）を廃止する。なお、一人オーナー会社と個人

事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本

的措置は平成 23 年度改正で講じる。→図表４ 

 
（国際課税） 

○ 国外に進出する企業の事業形態の変化等に対応し、租税回避行為を一層的

確に防止する観点から、外国子会社合算税制を見直し、一定の資産性所得を

新たに合算課税の対象とする。また、企業の事務負担を軽減する観点から、

特定外国子会社等に該当することとされる著しく低い租税負担割合の基準、

いわゆる「トリガー税率」を「25％以下」から「20％以下」に引き下げる。

→図表５ 
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（資産課税） 

○ 住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、経済対策のた

めの時限措置として、所得制限（2,000 万円）を付した上で、現行 500 万円

の非課税限度額を、平成 22 年は 1,500 万円、平成 23 年は 1,000 万円に引き

上げる。→図表６ 

 

（消費課税） 

○ 揮発油税等の暫定税率について、平成 21 年４月に道路特定財源が一般財源

化されたことを踏まえ、現行の 10 年間の暫定税率は廃止する。その上で、原

油価格等が安定的に推移していること、地球温暖化対策との関係や厳しい財

政事情に留意する必要があることから、当分の間、現在の税率水準を維持す

る。→図表７ 

ただし、指標となるガソリン小売価格の平均が、連続３か月にわたり、１

リットルにつき 160 円を超えることとなった場合には、本則税率を上回る部

分の課税を停止できるような法的措置を講じる。→図表８ 

○ 自動車重量税については、グリーン化を行いながら、暫定税率による上乗

せ分の国分の約２分の１に相当する規模の税負担の軽減を行う。→図表９ 

○ たばこ税について、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、

１本当たり 3.5 円（国・地方それぞれ 1.75 円）の税率引上げ（価格上昇は５

円程度）を行う（平成 22 年 10 月１日から適用）。→図表 10 

 

（市民公益税制（寄附税制など）） 

○ 公益法人・ＮＰＯ法人等に対する所得税の寄附金控除の適用下限額を２千

円（現行５千円）に引き下げる。→図表 11 

 

（納税環境整備） 

○ 他の主要な経済犯（金融商品取引法、貸金業法等）において、法定刑の引

上げが行われていること等を踏まえ、現行５年となっている脱税犯に係る懲

役刑の上限を 10 年に引き上げる等、罰則を見直す。→図表 12 

 

（租税特別措置の見直し等） 

○ 租税特別措置のうち、租税回避防止措置や手続の特例等を除いた「政策税

制措置」（241 項目）について、その３分の１にあたる 82 項目を見直しの対

象とし、うち 41 項目について廃止又は縮減をする（廃止 12、縮減 29）。→図
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表 13 

○ 中小企業投資促進税制や、中小企業者等の少額減価償却資産の所得価額の

損金算入の特例など、中小企業関係の租税特別措置の適用期限を延長する。 

○ 入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこに係る酒税又はたばこ税の

税率の特例措置の適用期限を延長する。 

 

（租特透明化法） 

○ 租税特別措置の適用状況を透明化し、国民が納得できる公平で透明な税制

を確立するため、適用実態調査の実施、報告書の作成と国会への提出等を盛

り込んだ「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」（閣法第 15

号）を「所得税法等の一部を改正する法律案」（閣法第 14 号）とは別途提出

している。→図表 14 

 

 以上、平成 22 年度の税制改正（国税関係）による増減収見込額は、初年度

382 億円の減収、平年度 5,031 億円の増収である。→図表 15 

 
※平成22年度税制改正の詳細な解説については、伊田賢司「鳩山政権の税制改革の行方」参議
院事務局企画調整室『立法と調査』第301号（2010.2）を参照。 
 

（内線 3046） 
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（出所）財務省資料より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１．扶養控除の見直しについて（案） 

 

 

図表２．扶養控除（年少）の廃止と子ども手当（イメージ） 

（出所）財務省資料 

（出所）財務省資料 
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（出所）財務省資料 

 

図表３．資本に関係する取引等に係る税制の見直し（案） 

（出所）財務省資料 

 

（参考）グループ法人間の譲渡取引の損益の繰延べ 
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図表４．特殊支配同族会社（いわゆる一人オーナー会社）の 

役員給与の損金不算入制度の廃止（案） 

（出所）財務省資料 

図表５．外国子会社合算税制の概要及び主な改正事項（案） 

（出所）財務省資料 
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図表６．住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充（案） 

（出所）財務省資料 

（出所）財務省資料 
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（出所）財務省資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表７．揮発油税等の暫定税率について（案） 

図表８．トリガー条項発動時・解除時のガソリン小売価格のイメージ 

（出所）財務省資料 
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（出所）財務省資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 10．たばこ税等の税率引上げ（案） 

図表９．自動車重量税に係る改正の概要（案） 

（出所）財務省資料 
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（出所）財務省資料 

（出所）財務省資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 11．所得税の寄附金控除の適用下限額の引下げ（案） 

図表 12．租税罰則（国税関係）の見直し（案） 
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図表 13．平成 22 年度改正における租税特別措置の見直し（案） 

図表 14．租特透明化法案の概要 

（出所）財務省資料 

（出所）財務省資料より作成 
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（出所）財務省資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 15．平成 22 年度の税制改正（国税関係）による増減収見込額 
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（出所）総務省資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）平成 22 年度税制改正（地方税関係）による 

事項別増減収見込額 


